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Ⅰ　北海道局関係予算総括表

（単位：百万円）
前 年 度 平 成 27 年 度

予 算 額 概 算 決 定 額

（A） （B） （B)／(A）

Ⅰ 524,450 531,252 75,794 1.01

1 94,081 94,156 11,417 1.00
87,569 87,569 10,287 1.00
6,009 6,084 1,130 1.01
503 503 0 1.00

2 187,326 191,806 21,534 1.02

3 25,079 25,506 0 1.02
17,462 17,266 0 0.99
7,617 8,240 0 1.08

4 23,594 22,995 1,025 0.97
23,594 22,995 1,025 0.97
22,591 22,060 1,025 0.98
1,003 935 0 0.93

5 4,906 5,104 581 1.04
2,591 2,581 232 1.00
1,300 1,442 286 1.11
1,015 1,081 63 1.07

6 110,891 113,829 34,242 1.03
68,390 70,001 19,817 1.02
5,215 6,348 4,384 1.22
24,351 25,166 6,899 1.03
12,935 12,314 3,142 0.95

7 73,850 73,413 6,995 0.99
36,627 35,508 2,856 0.97
37,223 37,905 4,139 1.02

8 4,723 4,443 0 0.94

Ⅱ 13 18 0 1.32

Ⅲ 137 137 28 1.00

Ⅳ 100 100 0 1.00

Ⅴ 141 158 45 1.12

Ⅵ 9,598 9,633 0 1.00

534,440 541,298 75,867 1.01

（注）１　本表のほか、　

　　　　　（１）北海道開発の推進のための研究開発に要する経費（国立研究開発法人土木研究所　8,931百万円の内数）

　　　　　（２）東日本大震災からの復興対策に係る経費（東日本大震災復興特別会計）

          　　　　復 旧 ・ 復 興　　   976百万円

　　　　　 　　　 全  国  防  災　　　  55百万円

　　　　　　　　        計　　　　　 1,031百万円

　　　　がある。

　　　２　四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

対前年度
倍　　率 備　 考事 項  うち「新しい日本のた

　　　 めの優先課題推
　　　 進枠」

北 海 道 開 発 事 業 費

治 山 治 水

治 水

治 山

海 岸

道 路 整 備

港 湾 空 港 鉄 道 等

港 湾

公 園 水 道 廃 棄 物 処 理 等

水 道

廃 棄 物 処 理

国 営 公 園 等

農 林 水 産 基 盤 整 備

空 港

住 宅 都 市 環 境 整 備

都 市 環 境 整 備

道 路 環 境 整 備

都 市 水 環 境 整 備

農 業 農 村 整 備

森 林 整 備

水 産 基 盤 整 備

農 山 漁 村 地 域 整 備

社 会 資 本 総 合 整 備

推 進 費 等

社会資本整備総合交付金

防 災 ・ 安 全 交 付 金

北海道災害復旧事業等工事諸費

北 海 道 開 発 計 画 調 査 等 経 費

北方領土隣接地域振興等経費

アイヌ伝統等普及啓発等経費

そ の 他 一 般 行 政 費 等

合 計
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Ⅱ 平成27年度北海道開発予算の概要 

 

北海道の「食」、「観光」、「環境・エネルギー」といった豊かな資源・特性を活かし

て、我が国が直面する課題の解決に貢献していくとともに、地域の活力ある発展を図

るため、第７期北海道総合開発計画＊等を踏まえ、施策の推進を図る。 

 平成 27 年度は、「個性あふれる地域の活性化」、「食料供給力の強化」及び「安全・

安心な国土の形成」を重点事項として、活力と競争力ある北海道経済の実現を図るた

めの基盤整備を進めるとともに、防災・減災や老朽化対策等による国土強靱化を推進

し、安全・安心に暮らせる社会基盤の確立を図る。 

 また、人口急減・超高齢化等の社会経済情勢の変化等を踏まえ、新たな北海道総合

開発計画の策定に向けた検討に着手する。 

 

平成27年度北海道開発予算 総額５，４１３億円（対前年度 １．０１倍） 

 

  うち優先課題推進枠 ７５９億円 

 

〔内 訳〕 

 北海道開発事業費（一般公共事業費） ５，３１３億円（  同   １．０１倍） 

 行政経費等 １００億円（  同   １．０１倍） 

 

 

１ 重点事項 

（１）個性あふれる地域の活性化 

産業・観光振興等を通じて人々が元気に働く活力ある地域の形成を図るため、地域

経済・産業を支える社会資本の整備を推進するとともに、食、歴史・文化等の北海道

の魅力の発信強化や受入環境の整備を通じて、北海道を訪れる外国人観光客の一層の

拡大を目指す。 

また、人口減少下においても医療・商業・教育等の都市機能へのアクセスを確保す

るため、広域的な交通ネットワークの充実等を図るとともに、子育て・高齢化等に対

応した豊かな生活環境の整備を促進するため、都市・農山漁村における生活空間の安

全確保・質の向上を図る。さらに、道内各地域の個性・ポテンシャルを活かした地域

活性化策を多角的に検討する。 

                         
＊ 「地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画」（平成20年７月４日閣議決定） 
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  ≪北海道産食の魅力発信［北海道開発計画調査］、歴史・文化を活用したインバウンド観光の振興

［北海道開発計画調査］、高規格幹線道路の整備等による広域的な交通ネットワークの充実、活

力ある地域の形成等に資する社会資本整備の重点的支援［社会資本整備総合交付金］、地熱等の

再生可能エネルギーを活用した持続可能な地域づくり［北海道開発計画調査］、人口低密度地域

における農村の維持［北海道開発計画調査］ 等≫ 

 

（２）食料供給力の強化 

北海道の広大な農地、豊かな漁場等を活かし、我が国の食料供給基地としての役割

を発揮するため、農水産物の生産力向上や高付加価値化に向けた取組を推進するとと

もに、道内外・国内外の物流円滑化に資する基盤整備、北海道産農水産物等の輸出促

進等を推進し、生産・加工・流通にわたる北海道の食料供給力の強化を図る。 

  ≪農地の整備、農業水利施設等の保全・更新、漁港・漁場の整備、空港・港湾アクセスの強化、港

湾機能の強化、北海道産食の魅力発信［北海道開発計画調査］【再掲】 等≫ 

 

（３）安全・安心な国土の形成 

災害に強い強靱な社会基盤を確立し、国民の命と暮らしを守るため、災害発生危険

度の高い地域における効果的な予防対策、災害が発生した地域における再度災害防止

対策を推進するとともに、災害時に拠点となる施設等の整備・耐震化や代替性の確保

のための交通ネットワークの整備を推進するなど、国土強靱化に向けた取組を推進す

る。 

また、社会資本の老朽化等に対応するため、地方自治体等とも連携を図りつつ、社

会資本の戦略的な維持管理・更新を推進する。 

  ≪根幹的な治水対策の推進、港湾・空港・橋梁等の拠点施設の耐震対策の推進、道路防雪対策、イ

ンフラ長寿命化計画（行動計画）等に基づく戦略的な維持管理・更新、地域の総合的な防災・減

災対策・老朽化対策等の集中的支援［防災・安全交付金］ 等≫ 

 

２ 北海道総合開発計画の効果的な推進等 

（北海道総合開発計画の効果的な推進） 

  北海道総合開発計画の効果的な推進を図るため、北海道特定特別総合開発事業推進費

による公共事業の機動的な調整や、北海道の課題解決に向けた北海道開発計画調査等

を実施する。 

  推進費では、「北方領土隣接地域における魅力ある地域社会の形成」、「食関連産業の

育成」等＊のテーマを選定し、当該テーマに係る基幹的な事業を推進する。 

  計画調査では、外国人旅行客の増加等を契機とした北海道産食の魅力発信や、北海道

の人口低密度地域における農村の維持・活力向上など、北海道内各地域の個性・ポテ

ンシャルを活かした地域活性化策を多角的に検討する。 

 

                         
＊ この他のテーマとして、「国家的規模の災害に備えた機能分散や体制の整備」及び「インバウンド観光の振興」がある。 
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北方領土隣接地域： 

根室市、別海町、中標津町、標津町、

羅臼町（１市４町） 

歯舞群島

色丹島 

択捉島

国後島

根室市

別海町

中標津町

標津町

羅臼町

（新たな北海道総合開発計画に向けて） 

 人口急減・超高齢化等の社会経済情勢の変化等を踏まえ、新たな北海道総合開発計画

の策定に向けた検討に着手し、平成27年度中に成案を得ることを目指す。 

３ アイヌ施策の推進 

 内閣官房長官を座長とする「アイヌ政策推進会議」及びその下に設置された政策推進

作業部会での議論等を踏まえ、アイヌの伝統等に対する国民の関心や理解を促進する

ための施策を一層推進する。 

 また、「アイヌ文化の復興等を促進するための『民族共生の象徴となる空間』の整備

及び管理運営に関する基本方針について」（平成 26 年６月 13 日閣議決定）等に基づき、

「民族共生の象徴となる空間」について、 

・同空間におけるアイヌの伝統等に係る体験交流等活動プログラムの検討 

・国立の民族共生公園（仮称）に関する基本計画の作成 

・アイヌの精神文化尊重機能を有する施設のイメージ構築 

を行うとともに、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた海外へのア

イヌ文化等の情報発信方策のあり方を検討する。 

４ 北方領土隣接地域振興対策 

「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」（昭和 57 年法律第

85 号）に基づき作成された第７期振興計画（計画期間：平成 25～29 年度）を踏まえ、

北方領土隣接地域における魅力ある地域社会を形成するため、ハード施策とその活用

を図るためのソフト施策が一体となった取組を重点的に推進する。 
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Ⅲ 
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 航空輸送の定時性・安定性の確保（新千歳空港）
降雪時等視程不良時における航空機の就航率向上を図るための空港整備を推進する。

航空輸送の定時性・安定性の確保（ＩＬＳ＊1の双方向化）

整備前
南風

整備後 ＧＳ用地
＊２

南風 ＬＯＣ用地
＊３未

着陸

南風
悪天候時

南風

A滑走路

B滑走路

着陸 離陸

A滑走路で離陸・着陸の両方を行

うことを強いられるため、定時運
航に支障

着陸

離陸

A滑走路で離陸、B滑走路で着陸

を行うことが可能となり、定時運
航を確保

A滑走路

南風
悪天候時

B滑走路

未
整
備整

備
済 整
備
済

着陸

（４）道路交通事故等の無い社会を目指した交通安全対策の推進

交通安全対策の推進

 交通安全対策の推進
事故危険区間等、事故ゼロプラン＊4に基づいた事故対策を推進する。

「事故ゼロプラン」の流れ

事故データや地域の声をもとに、
事故の危険性が高い特定の区間を明確化

→「事故危険区間リスト」

事故危険区間のうち、
早期に対策が可能な箇所から事業化

第
三
者
委
員
会

地
方
公
共
団
体
等

意見

事故危険区間の対策イメージ

【整備前】

事故発生要因の分析
要因に即した効果の高い対策を立案

対策完了後の効果を評価

対策の実施

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

サ
イ
ク
ル
で
改
善

【整備後】

対策完了後の効果を評価 善

☆各段階において、データ等を活用して具体的に情報発信

＊１ ＩＬＳ：計器着陸装置（Instrument Landing System）のこと。悪天候による視程不良時に電波と照明により航空機を誘導し着陸させる
装置。

＊２ ＧＳ：グライドスロープ（Glide Slope）の略。ILSを構成する装置で、航空機に降下経路（縦位置あるいは高さ）を示す。
＊３ ＬＯＣ：ローカライザー（Localizer）の略。ILSを構成する装置で、航空機に進入方向（横位置）を示す。
＊４ 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）：交通事故の危険性が高い区間である「事故危険区間（北海道の国道817区間）」

（平成22年12月、平成26年３月公表）の交通事故対策の取組。
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（参考１） 第７期北海道総合開発計画をめぐる近時の動向

地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画（第７期北海道総合開発計画）

○平成20年7月4日閣議決定 ○計画の期間：平成20年度からおおむね平成29年度まで
○付記：計画策定からおおむね5年後に計画の総合的な点検を行う

第７期計画策定時の我が国をめぐる環境変化と国家的課題

アジアに輝く北の拠点
～開かれた競争力ある北海道の
実現

森と水の豊かな北の大地
～持続可能で美しい北海道の実現

地域力ある北の広域分散型社会
～多様で個性ある地域から成る
北海道の実現

３つの戦略的目標

○地球環境問題○グローバル化の進展 ○人口減少と急速な少子高齢化

第７期計画策定時の我が国をめぐる環境変化と国家的課題

内外の交流を支えるネットワークとモビリティの向上 安全・安心な国土づくり

魅力と活力ある北国の地域づくり・
まちづくり

地球環境時代を先導し自然と共生
する持続可能な地域社会の形成

グローバルな競争力ある自立的安定
経済の実現（食、観光、成長産業）

戦略的目標を達成するための主要施策

第７期計画の中間点検における各施策の今後の推進方策

多様な連携・協働 新たな時代を見据えた投資の重点化 新たな北海道イニシアティブの発揮

計画の進め方

第 期計画の中間点検 おける各施策の今後の推進方策

点検結果を踏まえ更なる重点化を図る施策

一定の進捗が見られるが、社会経済情勢の変化も踏まえ、更に重点化を図る施策

・食料供給力の強化 ・インバウンド観光の振興 ・安全・安心な国土の形成 ・アイヌ施策の推進

【中間点検の位置づけ等】○ 第7期計画の総合的な点検のため、国土審議会北海道開発分科会に計画推進部会を設置
○ 平成24年12月に点検結果を取りまとめ

社会経済情勢の変化に対応して強化を図る施策

重点施策であるが、進捗に遅れが生じており、更に重点化を図る施策

・国家的規模の災害に備えた機能分散や体制の整備
・社会資本の戦略的維持管理

・北海道に優位性のある食関連産業の育成
・活力ある地域づくり

・北海道に豊富に賦存する再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの利活用の促進
・域内総生産と雇用の増加に資する成長期待産業の育成

・環境負荷の少ない持続可能な地域社会の実現
・北方領土隣接地域振興対策

● 「国土のグランドデザイン2050」の公表（平成26年7月）

及び「国土形成計画（全国計画）」の改定着手

（平成26年9月～）

● 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」の閣議決定

北海道開発をめぐる情勢変化等北海道開発をめぐる情勢変化等

● 農林水産業や農山漁村の振興

● 観光振興の推進

● アイヌ文化の復興等

（平成26年6月に関連閣議決定）

平成27年１月以降、北海道総合開発計画の改定に着手
（国土審議会北海道開発分科会での調査審議を開始予定）

● 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」の閣議決定

（平成26年12月）等

● 「国土強靱化基本計画」の閣議決定（平成26年6月）等

（平成26年6月に関連閣議決定）
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網走港

紋別港

釧路港

根室港

十勝港

苫小牧港

室蘭港

函館港

小樽港

石狩湾新港

留萌港

稚内港

稚内空港

利尻空港

礼文空港

紋別空港

女満別空港

中標津空港

釧路空港

帯広空港

旭川空港

札幌飛行場

奥尻空港

函館空港

新千歳空港
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